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意
匠
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律

（
意
匠
法
の
一
部
改
正
）

第
一
条

意
匠
法
（
昭
和
三
十
四
年
法
律
第
百
二
十
五
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
条
の
見
出
し
を
「
（
定
義
等
）
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

２

前
項
に
お
い
て
、
物
品
の
部
分
の
形
状
、
模
様
若
し
く
は
色
彩
又
は
こ
れ
ら
の
結
合
に
は
、
物
品
の
操
作
（
当
該
物
品

が
そ
の
機
能
を
発
揮
で
き
る
状
態
に
す
る
た
め
に
行
わ
れ
る
も
の
に
限
る
。
）
の
用
に
供
さ
れ
る
画
像
で
あ
つ
て
、
当
該

物
品
又
は
こ
れ
と
一
体
と
し
て
用
い
ら
れ
る
物
品
に
表
示
さ
れ
る
も
の
が
含
ま
れ
る
も
の
と
す
る
。

第
二
条
第
三
項
中
「
貸
し
渡
し
」
の
下
に
「
、
輸
出
し
」
を
加
え
、
同
条
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

４

こ
の
法
律
で
「
登
録
意
匠
」
と
は
、
意
匠
登
録
を
受
け
て
い
る
意
匠
を
い
う
。

第
三
条
の
二
中
「
も
の
」
の
下
に
「
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
先
の
意
匠
登
録
出
願
」
と
い
う
。
）
」
を
加
え
、
同
条

に
次
の
た
だ
し
書
を
加
え
る
。

た
だ
し
、
当
該
意
匠
登
録
出
願
の
出
願
人
と
先
の
意
匠
登
録
出
願
の
出
願
人
と
が
同
一
の
者
で
あ
つ
て
、
第
二
十
条
第

三
項
の
規
定
に
よ
り
先
の
意
匠
登
録
出
願
が
掲
載
さ
れ
た
意
匠
公
報
（
同
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
同
条
第
三
項
第
四
号
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に
掲
げ
る
事
項
が
掲
載
さ
れ
た
も
の
を
除
く
。
）
の
発
行
の
日
前
に
当
該
意
匠
登
録
出
願
が
あ
つ
た
と
き
は
、
こ
の
限
り

で
な
い
。

第
四
条
第
三
項
中
「
十
四
日
」
を
「
三
十
日
」
に
改
め
る
。

第
九
条
の
二
中
「
第
二
十
四
条
」
を
「
第
二
十
四
条
第
一
項
」
に
改
め
る
。

第
十
条
第
一
項
中
「
係
る
意
匠
」
の
下
に
「
又
は
自
己
の
登
録
意
匠
」
を
加
え
、
「
本
意
匠
の
」
を
「
当
該
関
連
意
匠
の

」
に
、
「
と
そ
の
関
連
意
匠
」
を
「
が
そ
の
本
意
匠
」
に
、
「
と
が
同
日
」
を
「
以
後
で
あ
つ
て
、
第
二
十
条
第
三
項
の
規

定
に
よ
り
そ
の
本
意
匠
の
意
匠
登
録
出
願
が
掲
載
さ
れ
た
意
匠
公
報
（
同
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
同
条
第
三
項
第
四
号
に

掲
げ
る
事
項
が
掲
載
さ
れ
た
も
の
を
除
く
。
）
の
発
行
の
日
前
」
に
、
「
第
九
条
第
二
項
」
を
「
第
九
条
第
一
項
又
は
第
二

項
」
に
改
め
、
同
条
第
三
項
中
「
第
九
条
第
二
項
」
を
「
第
九
条
第
一
項
又
は
第
二
項
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
四
項
と

し
、
同
条
第
二
項
中
「
前
項
」
を
「
第
一
項
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
三
項
と
し
、
同
条
第
一
項
の
次
に
次
の
一
項
を
加

え
る
。

２

本
意
匠
の
意
匠
権
に
つ
い
て
専
用
実
施
権
が
設
定
さ
れ
て
い
る
と
き
は
、
そ
の
本
意
匠
に
係
る
関
連
意
匠
に
つ
い
て
は

、
前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
意
匠
登
録
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
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第
十
四
条
第
二
項
中
「
同
時
に
」
の
下
に
「
、
又
は
第
四
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
第
一
年
分
の
登
録
料
の
納
付
と

同
時
に
」
を
加
え
る
。

第
十
七
条
第
一
号
中
「
第
十
条
第
一
項
若
し
く
は
第
二
項
」
を
「
第
十
条
第
一
項
か
ら
第
三
項
ま
で
」
に
改
め
る
。

第
二
十
一
条
中
「
十
五
年
」
を
「
二
十
年
」
に
改
め
る
。

第
二
十
四
条
の
前
の
見
出
し
中
「
範
囲
」
を
「
範
囲
等
」
に
改
め
、
同
条
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

２

登
録
意
匠
と
そ
れ
以
外
の
意
匠
が
類
似
で
あ
る
か
否
か
の
判
断
は
、
需
要
者
の
視
覚
を
通
じ
て
起
こ
さ
せ
る
美
感
に
基

づ
い
て
行
う
も
の
と
す
る
。

第
三
十
八
条
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

（
侵
害
と
み
な
す
行
為
）

第
三
十
八
条

次
に
掲
げ
る
行
為
は
、
当
該
意
匠
権
又
は
専
用
実
施
権
を
侵
害
す
る
も
の
と
み
な
す
。

一

業
と
し
て
、
登
録
意
匠
又
は
こ
れ
に
類
似
す
る
意
匠
に
係
る
物
品
の
製
造
に
の
み
用
い
る
物
の
生
産
、
譲
渡
等
（
譲

渡
及
び
貸
渡
し
を
い
い
、
そ
の
物
が
プ
ロ
グ
ラ
ム
等
で
あ
る
場
合
に
は
、
電
気
通
信
回
線
を
通
じ
た
提
供
を
含
む
。
以

下
同
じ
。
）
若
し
く
は
輸
入
又
は
譲
渡
等
の
申
出
（
譲
渡
等
の
た
め
の
展
示
を
含
む
。
以
下
同
じ
。
）
を
す
る
行
為
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二

登
録
意
匠
又
は
こ
れ
に
類
似
す
る
意
匠
に
係
る
物
品
を
業
と
し
て
の
譲
渡
、
貸
渡
し
又
は
輸
出
の
た
め
に
所
持
す
る

行
為

第
四
十
二
条
第
一
項
第
三
号
中
「
第
十
五
年
」
を
「
第
二
十
年
」
に
改
め
る
。

第
四
十
四
条
の
三
第
二
項
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

三

当
該
登
録
意
匠
又
は
こ
れ
に
類
似
す
る
意
匠
に
係
る
物
品
を
譲
渡
、
貸
渡
し
又
は
輸
出
の
た
め
に
所
持
し
た
行
為

第
四
十
八
条
第
一
項
第
一
号
中
「
第
十
条
第
二
項
」
の
下
に
「
若
し
く
は
第
三
項
」
を
加
え
る
。

第
五
十
五
条
第
二
項
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

三

善
意
に
、
当
該
登
録
意
匠
又
は
こ
れ
に
類
似
す
る
意
匠
に
係
る
物
品
を
譲
渡
、
貸
渡
し
又
は
輸
出
の
た
め
に
所
持
し

た
行
為

第
六
十
九
条
の
見
出
し
を
削
り
、
同
条
の
前
に
見
出
し
と
し
て
「
（
侵
害
の
罪
）
」
を
付
し
、
同
条
中
「
侵
害
し
た
者
」

の
下
に
「
（
第
三
十
八
条
の
規
定
に
よ
り
意
匠
権
又
は
専
用
実
施
権
を
侵
害
す
る
行
為
と
み
な
さ
れ
る
行
為
を
行
つ
た
者
を

除
く
。
）
」
を
加
え
、
「
三
年
」
を
「
十
年
」
に
、
「
又
は
三
百
万
円
」
を
「
若
し
く
は
千
万
円
」
に
、
「
処
す
る
」
を
「

処
し
、
又
は
こ
れ
を
併
科
す
る
」
に
改
め
、
同
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。
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第
六
十
九
条
の
二

第
三
十
八
条
の
規
定
に
よ
り
意
匠
権
又
は
専
用
実
施
権
を
侵
害
す
る
行
為
と
み
な
さ
れ
る
行
為
を
行
つ

た
者
は
、
五
年
以
下
の
懲
役
若
し
く
は
五
百
万
円
以
下
の
罰
金
に
処
し
、
又
は
こ
れ
を
併
科
す
る
。

第
七
十
四
条
第
一
項
第
一
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

一

第
六
十
九
条
、
第
六
十
九
条
の
二
又
は
前
条
第
一
項

三
億
円
以
下
の
罰
金
刑

第
七
十
四
条
第
一
項
中
第
二
号
を
削
り
、
第
三
号
を
第
二
号
と
し
、
同
条
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

３

第
一
項
の
規
定
に
よ
り
第
六
十
九
条
、
第
六
十
九
条
の
二
又
は
前
条
第
一
項
の
違
反
行
為
に
つ
き
法
人
又
は
人
に
罰
金

刑
を
科
す
る
場
合
に
お
け
る
時
効
の
期
間
は
、
こ
れ
ら
の
規
定
の
罪
に
つ
い
て
の
時
効
の
期
間
に
よ
る
。

（
特
許
法
の
一
部
改
正
）

第
二
条

特
許
法
（
昭
和
三
十
四
年
法
律
第
百
二
十
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
条
第
三
項
第
一
号
中
「
提
供
を
含
む
。
以
下
同
じ
。
）
」
の
下
に
「
、
輸
出
」
を
加
え
、
同
項
第
三
号
中
「
、
譲
渡

等
」
の
下
に
「
、
輸
出
」
を
加
え
る
。

第
十
七
条
の
二
第
五
項
を
同
条
第
六
項
と
し
、
同
条
第
四
項
中
「
前
項
」
を
「
前
二
項
」
に
、
「
第
一
項
第
三
号
」
を
「

第
一
項
第
一
号
、
第
三
号
」
に
改
め
、
「
掲
げ
る
場
合
」
の
下
に
「
（
同
項
第
一
号
に
掲
げ
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
拒
絶
理
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由
通
知
と
併
せ
て
第
五
十
条
の
二
の
規
定
に
よ
る
通
知
を
受
け
た
場
合
に
限
る
。
）
」
を
加
え
、
同
項
を
同
条
第
五
項
と
し

、
同
条
第
三
項
の
次
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

４

前
項
に
規
定
す
る
も
の
の
ほ
か
、
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
場
合
に
お
い
て
特
許
請
求
の
範
囲
に
つ
い
て
補
正
を
す
る
と

き
は
、
そ
の
補
正
前
に
受
け
た
拒
絶
理
由
通
知
に
お
い
て
特
許
を
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
も
の
か
否
か
に
つ
い
て
の
判
断

が
示
さ
れ
た
発
明
と
、
そ
の
補
正
後
の
特
許
請
求
の
範
囲
に
記
載
さ
れ
る
事
項
に
よ
り
特
定
さ
れ
る
発
明
と
が
、
第
三
十

七
条
の
発
明
の
単
一
性
の
要
件
を
満
た
す
一
群
の
発
明
に
該
当
す
る
も
の
と
な
る
よ
う
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
十
七
条
の
三
中
「
最
先
の
日
。
」
の
下
に
「
第
三
十
六
条
の
二
第
二
項
本
文
及
び
」
を
加
え
る
。

第
三
十
六
条
の
二
第
二
項
中
「
二
月
」
を
「
一
年
二
月
」
に
改
め
、
同
項
に
次
の
た
だ
し
書
を
加
え
る
。

た
だ
し
、
当
該
外
国
語
書
面
出
願
が
第
四
十
四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
特
許
出
願
の
分
割
に
係
る
新
た
な
特
許
出
願

、
第
四
十
六
条
第
一
項
若
し
く
は
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
出
願
の
変
更
に
係
る
特
許
出
願
又
は
第
四
十
六
条
の
二
第
一
項

の
規
定
に
よ
る
実
用
新
案
登
録
に
基
づ
く
特
許
出
願
で
あ
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
本
文
の
期
間
の
経
過
後
で
あ
つ
て
も
、

そ
の
特
許
出
願
の
分
割
、
出
願
の
変
更
又
は
実
用
新
案
登
録
に
基
づ
く
特
許
出
願
の
日
か
ら
二
月
以
内
に
限
り
、
外
国
語

書
面
及
び
外
国
語
要
約
書
面
の
日
本
語
に
よ
る
翻
訳
文
を
提
出
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
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第
四
十
一
条
第
二
項
中
「
第
十
七
条
の
二
第
五
項
」
を
「
第
十
七
条
の
二
第
六
項
」
に
改
め
る
。

第
四
十
四
条
第
一
項
中
「
願
書
に
添
付
し
た
明
細
書
、
特
許
請
求
の
範
囲
又
は
図
面
に
つ
い
て
補
正
を
す
る
こ
と
が
で
き

る
期
間
内
」
を
「
次
に
掲
げ
る
場
合
」
に
改
め
、
同
項
に
次
の
各
号
を
加
え
る
。

一

願
書
に
添
付
し
た
明
細
書
、
特
許
請
求
の
範
囲
又
は
図
面
に
つ
い
て
補
正
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
期
間
内
に
す
る
と

き
。

二

特
許
を
す
べ
き
旨
の
査
定
（
第
百
六
十
三
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
第
五
十
一
条
の
規
定
に
よ
る
特
許
を
す
べ

き
旨
の
査
定
及
び
第
百
六
十
条
第
一
項
に
規
定
す
る
審
査
に
付
さ
れ
た
特
許
出
願
に
つ
い
て
の
特
許
を
す
べ
き
旨
の
査

定
を
除
く
。
）
の
謄
本
の
送
達
が
あ
つ
た
日
か
ら
三
十
日
以
内
に
す
る
と
き
。

三

拒
絶
を
す
べ
き
旨
の
最
初
の
査
定
の
謄
本
の
送
達
が
あ
つ
た
日
か
ら
三
十
日
以
内
に
す
る
と
き
。

第
四
十
四
条
第
二
項
た
だ
し
書
中
「
、
第
三
十
六
条
の
二
第
二
項
」
を
削
り
、
同
条
に
次
の
二
項
を
加
え
る
。

５

第
一
項
第
二
号
に
規
定
す
る
三
十
日
の
期
間
は
、
第
四
条
又
は
第
百
八
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
同
条
第
一
項
に
規
定

す
る
期
間
が
延
長
さ
れ
た
と
き
は
、
そ
の
延
長
さ
れ
た
期
間
を
限
り
、
延
長
さ
れ
た
も
の
と
み
な
す
。

６

第
一
項
第
三
号
に
規
定
す
る
三
十
日
の
期
間
は
、
第
四
条
の
規
定
に
よ
り
第
百
二
十
一
条
第
一
項
に
規
定
す
る
期
間
が
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延
長
さ
れ
た
と
き
は
、
そ
の
延
長
さ
れ
た
期
間
を
限
り
、
延
長
さ
れ
た
も
の
と
み
な
す
。

第
四
十
六
条
の
二
第
二
項
た
だ
し
書
中
「
第
三
十
六
条
の
二
第
二
項
」
を
「
第
三
十
六
条
の
二
第
二
項
た
だ
し
書
」
に
改

め
る
。

第
四
十
九
条
第
一
号
中
「
第
十
七
条
の
二
第
三
項
」
の
下
に
「
又
は
第
四
項
」
を
加
え
る
。

第
五
十
条
た
だ
し
書
中
「
第
十
七
条
の
二
第
一
項
第
三
号
」
を
「
第
十
七
条
の
二
第
一
項
第
一
号
又
は
第
三
号
」
に
改
め

、
「
掲
げ
る
場
合
」
の
下
に
「
（
同
項
第
一
号
に
掲
げ
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
拒
絶
の
理
由
の
通
知
と
併
せ
て
次
条
の
規
定

に
よ
る
通
知
を
し
た
場
合
に
限
る
。
）
」
を
加
え
、
同
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

（
既
に
通
知
さ
れ
た
拒
絶
理
由
と
同
一
で
あ
る
旨
の
通
知
）

第
五
十
条
の
二

審
査
官
は
、
前
条
の
規
定
に
よ
り
特
許
出
願
に
つ
い
て
拒
絶
の
理
由
を
通
知
し
よ
う
と
す
る
場
合
に
お
い

て
、
当
該
拒
絶
の
理
由
が
、
他
の
特
許
出
願
（
当
該
特
許
出
願
と
当
該
他
の
特
許
出
願
の
少
な
く
と
も
い
ず
れ
か
一
方
に

第
四
十
四
条
第
二
項
の
規
定
が
適
用
さ
れ
た
こ
と
に
よ
り
当
該
特
許
出
願
と
同
時
に
さ
れ
た
こ
と
と
な
つ
て
い
る
も
の
に

限
る
。
）
に
つ
い
て
の
前
条
（
第
百
五
十
九
条
第
二
項
（
第
百
七
十
四
条
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）

及
び
第
百
六
十
三
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
る
通
知
（
当
該
特
許
出
願
に
つ
い
て
の
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出
願
審
査
の
請
求
前
に
当
該
特
許
出
願
の
出
願
人
が
そ
の
内
容
を
知
り
得
る
状
態
に
な
か
つ
た
も
の
を
除
く
。
）
に
係
る

拒
絶
の
理
由
と
同
一
で
あ
る
と
き
は
、
そ
の
旨
を
併
せ
て
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
五
十
三
条
第
一
項
中
「
第
十
七
条
の
二
第
一
項
第
三
号
」
を
「
第
十
七
条
の
二
第
一
項
第
一
号
又
は
第
三
号
」
に
改
め

、
「
掲
げ
る
場
合
」
の
下
に
「
（
同
項
第
一
号
に
掲
げ
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
拒
絶
の
理
由
の
通
知
と
併
せ
て
第
五
十
条
の

二
の
規
定
に
よ
る
通
知
を
し
た
場
合
に
限
る
。
）
」
を
加
え
、
「
同
条
第
三
項
か
ら
第
五
項
ま
で
」
を
「
第
十
七
条
の
二
第

三
項
か
ら
第
六
項
ま
で
」
に
改
め
る
。

第
百
一
条
中
第
四
号
を
第
五
号
と
し
、
第
三
号
を
第
四
号
と
し
、
第
二
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

三

特
許
が
物
の
発
明
に
つ
い
て
さ
れ
て
い
る
場
合
に
お
い
て
、
そ
の
物
を
業
と
し
て
の
譲
渡
等
又
は
輸
出
の
た
め
に
所

持
す
る
行
為

第
百
一
条
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

六

特
許
が
物
を
生
産
す
る
方
法
の
発
明
に
つ
い
て
さ
れ
て
い
る
場
合
に
お
い
て
、
そ
の
方
法
に
よ
り
生
産
し
た
物
を
業

と
し
て
の
譲
渡
等
又
は
輸
出
の
た
め
に
所
持
す
る
行
為

第
百
十
二
条
の
三
第
二
項
中
第
三
号
を
第
四
号
と
し
、
第
二
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。
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三

特
許
が
物
の
発
明
に
つ
い
て
さ
れ
て
い
る
場
合
に
お
い
て
、
そ
の
物
を
譲
渡
等
又
は
輸
出
の
た
め
に
所
持
し
た
行
為

第
百
十
二
条
の
三
第
二
項
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

五

特
許
が
物
を
生
産
す
る
方
法
の
発
明
に
つ
い
て
さ
れ
て
い
る
場
合
に
お
い
て
、
そ
の
方
法
に
よ
り
生
産
し
た
物
を
譲

渡
等
又
は
輸
出
の
た
め
に
所
持
し
た
行
為

第
百
五
十
一
条
中
「
尋
問
」
を
「
尋
問
等
」
に
改
め
る
。

第
百
五
十
九
条
第
一
項
中
「
第
十
七
条
の
二
第
一
項
第
三
号
」
」
を
「
第
十
七
条
の
二
第
一
項
第
一
号
又
は
第
三
号
」
」

に
、
「
第
十
七
条
の
二
第
一
項
第
三
号
又
は
」
を
「
第
十
七
条
の
二
第
一
項
第
一
号
、
第
三
号
又
は
」
に
、
「
同
項
第
三
号

」
を
「
同
項
第
一
号
又
は
第
三
号
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
第
五
十
条
の
」
を
「
第
五
十
条
及
び
第
五
十
条
の
二
の
」

に
改
め
、
同
項
後
段
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
五
十
条
た
だ
し
書
中
「
第
十
七
条
の
二
第
一
項
第
一
号
又
は
第
三
号
に
掲
げ
る
場
合
（
同
項

第
一
号
に
掲
げ
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
拒
絶
の
理
由
の
通
知
と
併
せ
て
次
条
の
規
定
に
よ
る
通
知
を
し
た
場
合
に
限
る
。

）
」
と
あ
る
の
は
、
「
第
十
七
条
の
二
第
一
項
第
一
号
（
拒
絶
の
理
由
の
通
知
と
併
せ
て
次
条
の
規
定
に
よ
る
通
知
を
し

た
場
合
に
限
る
も
の
と
し
、
拒
絶
査
定
不
服
審
判
の
請
求
前
に
補
正
を
し
た
と
き
を
除
く
。
）
、
第
三
号
（
拒
絶
査
定
不
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服
審
判
の
請
求
前
に
補
正
を
し
た
と
き
を
除
く
。
）
又
は
第
四
号
に
掲
げ
る
場
合
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

第
百
六
十
三
条
第
一
項
中
「
第
十
七
条
の
二
第
一
項
第
三
号
」
」
を
「
第
十
七
条
の
二
第
一
項
第
一
号
又
は
第
三
号
」
」

に
、
「
第
十
七
条
の
二
第
一
項
第
三
号
又
は
」
を
「
第
十
七
条
の
二
第
一
項
第
一
号
、
第
三
号
又
は
」
に
、
「
同
項
第
三
号

」
を
「
同
項
第
一
号
又
は
第
三
号
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
第
五
十
条
の
」
を
「
第
五
十
条
及
び
第
五
十
条
の
二
の
」

に
改
め
、
同
項
後
段
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
五
十
条
た
だ
し
書
中
「
第
十
七
条
の
二
第
一
項
第
一
号
又
は
第
三
号
に
掲
げ
る
場
合
（
同
項

第
一
号
に
掲
げ
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
拒
絶
の
理
由
の
通
知
と
併
せ
て
次
条
の
規
定
に
よ
る
通
知
を
し
た
場
合
に
限
る
。

）
」
と
あ
る
の
は
、
「
第
十
七
条
の
二
第
一
項
第
一
号
（
拒
絶
の
理
由
の
通
知
と
併
せ
て
次
条
の
規
定
に
よ
る
通
知
を
し

た
場
合
に
限
る
も
の
と
し
、
拒
絶
査
定
不
服
審
判
の
請
求
前
に
補
正
を
し
た
と
き
を
除
く
。
）
、
第
三
号
（
拒
絶
査
定
不

服
審
判
の
請
求
前
に
補
正
を
し
た
と
き
を
除
く
。
）
又
は
第
四
号
に
掲
げ
る
場
合
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

第
百
六
十
九
条
第
三
項
及
び
第
四
項
中
「
又
は
申
立
人
」
を
削
る
。

第
百
七
十
五
条
第
二
項
中
第
三
号
を
第
四
号
と
し
、
第
二
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

三

特
許
が
物
の
発
明
に
つ
い
て
さ
れ
て
い
る
場
合
に
お
い
て
、
善
意
に
、
そ
の
物
を
譲
渡
等
又
は
輸
出
の
た
め
に
所
持
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し
た
行
為

第
百
七
十
五
条
第
二
項
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

五

特
許
が
物
を
生
産
す
る
方
法
の
発
明
に
つ
い
て
さ
れ
て
い
る
場
合
に
お
い
て
、
善
意
に
、
そ
の
方
法
に
よ
り
生
産
し

た
物
を
譲
渡
等
又
は
輸
出
の
た
め
に
所
持
し
た
行
為

第
百
九
十
六
条
の
見
出
し
を
削
り
、
同
条
の
前
に
見
出
し
と
し
て
「
（
侵
害
の
罪
）
」
を
付
し
、
同
条
中
「
侵
害
し
た
者

」
の
下
に
「
（
第
百
一
条
の
規
定
に
よ
り
特
許
権
又
は
専
用
実
施
権
を
侵
害
す
る
行
為
と
み
な
さ
れ
る
行
為
を
行
つ
た
者
を

除
く
。
）
」
を
加
え
、
「
五
年
」
を
「
十
年
」
に
、
「
又
は
五
百
万
円
」
を
「
若
し
く
は
千
万
円
」
に
、
「
処
す
る
」
を
「

処
し
、
又
は
こ
れ
を
併
科
す
る
」
に
改
め
、
同
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

第
百
九
十
六
条
の
二

第
百
一
条
の
規
定
に
よ
り
特
許
権
又
は
専
用
実
施
権
を
侵
害
す
る
行
為
と
み
な
さ
れ
る
行
為
を
行
つ

た
者
は
、
五
年
以
下
の
懲
役
若
し
く
は
五
百
万
円
以
下
の
罰
金
に
処
し
、
又
は
こ
れ
を
併
科
す
る
。

第
二
百
一
条
第
一
項
第
一
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

一

第
百
九
十
六
条
、
第
百
九
十
六
条
の
二
又
は
前
条
第
一
項

三
億
円
以
下
の
罰
金
刑

第
二
百
一
条
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。
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３

第
一
項
の
規
定
に
よ
り
第
百
九
十
六
条
、
第
百
九
十
六
条
の
二
又
は
前
条
第
一
項
の
違
反
行
為
に
つ
き
法
人
又
は
人
に

罰
金
刑
を
科
す
る
場
合
に
お
け
る
時
効
の
期
間
は
、
こ
れ
ら
の
規
定
の
罪
に
つ
い
て
の
時
効
の
期
間
に
よ
る
。

（
実
用
新
案
法
の
一
部
改
正
）

第
三
条

実
用
新
案
法
（
昭
和
三
十
四
年
法
律
第
百
二
十
三
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
条
第
三
項
中
「
貸
し
渡
し
」
の
下
に
「
、
輸
出
し
」
を
加
え
る
。

第
二
十
八
条
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

三

登
録
実
用
新
案
に
係
る
物
品
を
業
と
し
て
の
譲
渡
、
貸
渡
し
又
は
輸
出
の
た
め
に
所
持
す
る
行
為

第
三
十
三
条
の
三
第
二
項
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

三

当
該
登
録
実
用
新
案
に
係
る
物
品
を
譲
渡
、
貸
渡
し
又
は
輸
出
の
た
め
に
所
持
し
た
行
為

第
四
十
四
条
第
二
項
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

三

善
意
に
、
当
該
登
録
実
用
新
案
に
係
る
物
品
を
譲
渡
、
貸
渡
し
又
は
輸
出
の
た
め
に
所
持
し
た
行
為

第
五
十
六
条
中
「
三
年
」
を
「
五
年
」
に
、
「
又
は
三
百
万
円
」
を
「
若
し
く
は
五
百
万
円
」
に
、
「
処
す
る
」
を
「
処

し
、
又
は
こ
れ
を
併
科
す
る
」
に
改
め
る
。
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第
六
十
一
条
第
一
項
第
一
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

一

第
五
十
六
条
又
は
前
条
第
一
項

三
億
円
以
下
の
罰
金
刑

第
六
十
一
条
第
一
項
中
第
二
号
を
削
り
、
第
三
号
を
第
二
号
と
し
、
同
条
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

３

第
一
項
の
規
定
に
よ
り
第
五
十
六
条
又
は
前
条
第
一
項
の
違
反
行
為
に
つ
き
法
人
又
は
人
に
罰
金
刑
を
科
す
る
場
合
に

お
け
る
時
効
の
期
間
は
、
こ
れ
ら
の
規
定
の
罪
に
つ
い
て
の
時
効
の
期
間
に
よ
る
。

（
商
標
法
の
一
部
改
正
）

第
四
条

商
標
法
（
昭
和
三
十
四
年
法
律
第
百
二
十
七
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
条
第
二
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

２

前
項
第
二
号
の
役
務
に
は
、
小
売
及
び
卸
売
の
業
務
に
お
い
て
行
わ
れ
る
顧
客
に
対
す
る
便
益
の
提
供
が
含
ま
れ
る
も

の
と
す
る
。

第
二
条
第
三
項
第
二
号
中
「
展
示
し
」
の
下
に
「
、
輸
出
し
」
を
加
え
、
同
条
中
第
五
項
を
第
六
項
と
し
、
第
四
項
の
次

に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

５

こ
の
法
律
で
「
登
録
商
標
」
と
は
、
商
標
登
録
を
受
け
て
い
る
商
標
を
い
う
。
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第
七
条
第
一
項
中
「
社
団
法
人
」
の
下
に
「
そ
の
他
の
社
団
（
法
人
格
を
有
し
な
い
も
の
及
び
会
社
を
除
く
。
）
」
を
加

え
る
。

第
三
十
七
条
第
二
号
及
び
第
六
十
七
条
第
二
号
中
「
又
は
引
渡
し
」
を
「
、
引
渡
し
又
は
輸
出
」
に
改
め
る
。

第
七
十
八
条
の
見
出
し
を
削
り
、
同
条
の
前
に
見
出
し
と
し
て
「
（
侵
害
の
罪
）
」
を
付
し
、
同
条
中
「
侵
害
し
た
者
」

の
下
に
「
（
第
三
十
七
条
又
は
第
六
十
七
条
の
規
定
に
よ
り
商
標
権
又
は
専
用
使
用
権
を
侵
害
す
る
行
為
と
み
な
さ
れ
る
行

為
を
行
つ
た
者
を
除
く
。
）
」
を
加
え
、
「
五
年
」
を
「
十
年
」
に
、
「
又
は
五
百
万
円
」
を
「
若
し
く
は
千
万
円
」
に
、

「
処
す
る
」
を
「
処
し
、
又
は
こ
れ
を
併
科
す
る
」
に
改
め
、
同
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

第
七
十
八
条
の
二

第
三
十
七
条
又
は
第
六
十
七
条
の
規
定
に
よ
り
商
標
権
又
は
専
用
使
用
権
を
侵
害
す
る
行
為
と
み
な
さ

れ
る
行
為
を
行
つ
た
者
は
、
五
年
以
下
の
懲
役
若
し
く
は
五
百
万
円
以
下
の
罰
金
に
処
し
、
又
は
こ
れ
を
併
科
す
る
。

第
八
十
二
条
第
一
項
第
一
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

一

第
七
十
八
条
、
第
七
十
八
条
の
二
又
は
前
条
第
一
項

三
億
円
以
下
の
罰
金
刑

第
八
十
二
条
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

３

第
一
項
の
規
定
に
よ
り
第
七
十
八
条
、
第
七
十
八
条
の
二
又
は
前
条
第
一
項
の
違
反
行
為
に
つ
き
法
人
又
は
人
に
罰
金
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刑
を
科
す
る
場
合
に
お
け
る
時
効
の
期
間
は
、
こ
れ
ら
の
規
定
の
罪
に
つ
い
て
の
時
効
の
期
間
に
よ
る
。

（
不
正
競
争
防
止
法
の
一
部
改
正
）

第
五
条

不
正
競
争
防
止
法
（
平
成
五
年
法
律
第
四
十
七
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
十
九
条
第
一
項
中
「
第
一
項
第
十
一
号
」
を
「
第
二
項
第
六
号
」
に
改
め
る
。

第
二
十
一
条
第
一
項
中
第
四
号
か
ら
第
九
号
ま
で
を
削
り
、
第
三
号
を
第
四
号
と
し
、
第
二
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え

る
。三

不
正
の
利
益
を
得
る
目
的
で
第
二
条
第
一
項
第
三
号
に
掲
げ
る
不
正
競
争
を
行
っ
た
者

第
二
十
一
条
第
一
項
中
第
十
号
を
第
五
号
と
し
、
第
十
一
号
を
第
六
号
と
し
、
同
条
中
第
二
項
を
削
り
、
第
一
項
を
第
二

項
と
し
、
同
条
に
第
一
項
と
し
て
次
の
一
項
を
加
え
る
。

次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
は
、
十
年
以
下
の
懲
役
若
し
く
は
千
万
円
以
下
の
罰
金
に
処
し
、
又
は
こ
れ
を

併
科
す
る
。

一

詐
欺
等
行
為
（
人
を
欺
き
、
人
に
暴
行
を
加
え
、
又
は
人
を
脅
迫
す
る
行
為
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
に
よ
り
、
又

は
管
理
侵
害
行
為
（
営
業
秘
密
が
記
載
さ
れ
、
又
は
記
録
さ
れ
た
書
面
又
は
記
録
媒
体
（
以
下
「
営
業
秘
密
記
録
媒
体
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等
」
と
い
う
。
）
の
窃
取
、
営
業
秘
密
が
管
理
さ
れ
て
い
る
施
設
へ
の
侵
入
、
不
正
ア
ク
セ
ス
行
為
（
不
正
ア
ク
セ
ス

行
為
の
禁
止
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
一
年
法
律
第
百
二
十
八
号
）
第
三
条
に
規
定
す
る
不
正
ア
ク
セ
ス
行
為
を
い

う
。
）
そ
の
他
の
保
有
者
の
管
理
を
害
す
る
行
為
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
に
よ
り
取
得
し
た
営
業
秘
密
を
、
不
正
の

競
争
の
目
的
で
、
使
用
し
、
又
は
開
示
し
た
者

二

前
号
の
使
用
又
は
開
示
の
用
に
供
す
る
目
的
で
、
詐
欺
等
行
為
又
は
管
理
侵
害
行
為
に
よ
り
、
営
業
秘
密
を
次
の
い

ず
れ
か
に
掲
げ
る
方
法
で
取
得
し
た
者

イ

保
有
者
の
管
理
に
係
る
営
業
秘
密
記
録
媒
体
等
を
取
得
す
る
こ
と
。

ロ

保
有
者
の
管
理
に
係
る
営
業
秘
密
記
録
媒
体
等
の
記
載
又
は
記
録
に
つ
い
て
、
そ
の
複
製
を
作
成
す
る
こ
と
。

三

営
業
秘
密
を
保
有
者
か
ら
示
さ
れ
た
者
で
あ
っ
て
、
不
正
の
競
争
の
目
的
で
、
詐
欺
等
行
為
若
し
く
は
管
理
侵
害
行

為
に
よ
り
、
又
は
横
領
そ
の
他
の
営
業
秘
密
記
録
媒
体
等
の
管
理
に
係
る
任
務
に
背
く
行
為
に
よ
り
、
次
の
い
ず
れ
か

に
掲
げ
る
方
法
で
営
業
秘
密
が
記
載
さ
れ
、
又
は
記
録
さ
れ
た
書
面
又
は
記
録
媒
体
を
領
得
し
、
又
は
作
成
し
て
、
そ

の
営
業
秘
密
を
使
用
し
、
又
は
開
示
し
た
者

イ

保
有
者
の
管
理
に
係
る
営
業
秘
密
記
録
媒
体
等
を
領
得
す
る
こ
と
。
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ロ

保
有
者
の
管
理
に
係
る
営
業
秘
密
記
録
媒
体
等
の
記
載
又
は
記
録
に
つ
い
て
、
そ
の
複
製
を
作
成
す
る
こ
と
。

四

営
業
秘
密
を
保
有
者
か
ら
示
さ
れ
た
そ
の
役
員
（
理
事
、
取
締
役
、
執
行
役
、
業
務
を
執
行
す
る
社
員
、
監
事
若
し

く
は
監
査
役
又
は
こ
れ
ら
に
準
ず
る
者
を
い
う
。
次
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
又
は
従
業
者
で
あ
っ
て
、
不
正
の
競
争
の

目
的
で
、
そ
の
営
業
秘
密
の
管
理
に
係
る
任
務
に
背
き
、
そ
の
営
業
秘
密
を
使
用
し
、
又
は
開
示
し
た
者
（
前
号
に
掲

げ
る
者
を
除
く
。
）

五

営
業
秘
密
を
保
有
者
か
ら
示
さ
れ
た
そ
の
役
員
又
は
従
業
者
で
あ
っ
た
者
で
あ
っ
て
、
不
正
の
競
争
の
目
的
で
、
そ

の
在
職
中
に
、
そ
の
営
業
秘
密
の
管
理
に
係
る
任
務
に
背
い
て
そ
の
営
業
秘
密
の
開
示
の
申
込
み
を
し
、
又
は
そ
の
営

業
秘
密
の
使
用
若
し
く
は
開
示
に
つ
い
て
請
託
を
受
け
て
、
そ
の
営
業
秘
密
を
そ
の
職
を
退
い
た
後
に
使
用
し
、
又
は

開
示
し
た
者
（
第
三
号
に
掲
げ
る
者
を
除
く
。
）

六

不
正
の
競
争
の
目
的
で
、
第
一
号
又
は
第
三
号
か
ら
前
号
ま
で
の
罪
に
当
た
る
開
示
に
よ
っ
て
営
業
秘
密
を
取
得
し

て
、
そ
の
営
業
秘
密
を
使
用
し
、
又
は
開
示
し
た
者

第
二
十
一
条
第
三
項
中
「
第
一
項
第
四
号
か
ら
第
十
号
ま
で
」
を
「
第
一
項
及
び
前
項
第
五
号
」
に
改
め
、
同
条
第
四
項

中
「
第
一
項
第
四
号
又
は
第
六
号
か
ら
第
九
号
ま
で
」
を
「
第
一
項
第
一
号
又
は
第
三
号
か
ら
第
六
号
ま
で
」
に
改
め
、
同
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条
第
五
項
中
「
第
一
項
第
十
号
」
を
「
第
二
項
第
五
号
」
に
改
め
、
同
条
第
六
項
中
「
第
一
項
第
十
一
号
」
を
「
第
二
項
第

六
号
」
に
改
め
る
。

第
二
十
二
条
第
一
項
中
「
次
の
各
号
」
を
「
前
条
第
一
項
第
一
号
、
第
二
号
若
し
く
は
第
六
号
又
は
第
二
項
」
に
、
「
当

該
各
号
に
定
め
る
」
を
「
三
億
円
以
下
の
」
に
改
め
、
同
項
各
号
を
削
り
、
同
条
第
二
項
中
「
前
条
第
一
項
第
四
号
、
第
五

号
、
第
九
号
及
び
第
十
号
」
を
「
前
条
第
一
項
第
一
号
、
第
二
号
及
び
第
六
号
並
び
に
第
二
項
第
五
号
」
に
改
め
、
同
条
に

次
の
一
項
を
加
え
る
。

３

第
一
項
の
規
定
に
よ
り
前
条
第
一
項
第
一
号
、
第
二
号
若
し
く
は
第
六
号
又
は
第
二
項
の
違
反
行
為
に
つ
き
法
人
又
は

人
に
罰
金
刑
を
科
す
る
場
合
に
お
け
る
時
効
の
期
間
は
、
こ
れ
ら
の
規
定
の
罪
に
つ
い
て
の
時
効
の
期
間
に
よ
る
。

附
則
第
十
条
中
「
第
一
項
第
十
一
号
」
を
「
第
二
項
第
六
号
」
に
改
め
る
。

附

則

（
施
行
期
日
）

第
一
条

こ
の
法
律
は
、
公
布
の
日
か
ら
起
算
し
て
一
年
を
超
え
な
い
範
囲
内
に
お
い
て
政
令
で
定
め
る
日
か
ら
施
行
す
る
。

た
だ
し
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
規
定
は
、
当
該
各
号
に
定
め
る
日
か
ら
施
行
す
る
。
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一

第
一
条
中
意
匠
法
第
四
条
の
改
正
規
定
及
び
第
四
条
中
商
標
法
第
七
条
の
改
正
規
定
並
び
に
次
条
第
二
項
の
規
定

公

布
の
日
か
ら
起
算
し
て
三
月
を
超
え
な
い
範
囲
内
に
お
い
て
政
令
で
定
め
る
日

二

第
一
条
中
意
匠
法
第
二
条
第
三
項
、
第
三
十
八
条
、
第
四
十
四
条
の
三
及
び
第
五
十
五
条
の
改
正
規
定
、
第
六
十
九
条

の
見
出
し
を
削
る
改
正
規
定
、
同
条
の
前
に
見
出
し
を
付
す
る
改
正
規
定
、
同
条
の
改
正
規
定
、
同
条
の
次
に
一
条
を
加

え
る
改
正
規
定
並
び
に
第
七
十
四
条
の
改
正
規
定
、
第
二
条
中
特
許
法
第
二
条
、
第
百
一
条
、
第
百
十
二
条
の
三
及
び
第

百
七
十
五
条
の
改
正
規
定
、
第
百
九
十
六
条
の
見
出
し
を
削
る
改
正
規
定
、
同
条
の
前
に
見
出
し
を
付
す
る
改
正
規
定
、

同
条
の
改
正
規
定
、
同
条
の
次
に
一
条
を
加
え
る
改
正
規
定
並
び
に
第
二
百
一
条
の
改
正
規
定
、
第
三
条
の
規
定
、
第
四

条
中
商
標
法
第
二
条
第
三
項
、
第
三
十
七
条
及
び
第
六
十
七
条
の
改
正
規
定
、
第
七
十
八
条
の
見
出
し
を
削
る
改
正
規
定

、
同
条
の
前
に
見
出
し
を
付
す
る
改
正
規
定
、
同
条
の
改
正
規
定
、
同
条
の
次
に
一
条
を
加
え
る
改
正
規
定
並
び
に
第
八

十
二
条
の
改
正
規
定
並
び
に
第
五
条
の
規
定
並
び
に
次
条
第
三
項
並
び
に
附
則
第
三
条
第
二
項
、
第
四
条
、
第
五
条
第
二

項
、
第
九
条
、
第
十
二
条
、
第
十
三
条
及
び
第
十
六
条
の
規
定

平
成
十
九
年
一
月
一
日

三

附
則
第
十
条
及
び
第
十
五
条
の
規
定

犯
罪
の
国
際
化
及
び
組
織
化
並
び
に
情
報
処
理
の
高
度
化
に
対
処
す
る
た
め
の

刑
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
十
八
年
法
律
第

号
）
の
施
行
の
日
又
は
前
号
に
定
め
る
日
（
以
下
「
一
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部
施
行
日
」
と
い
う
。
）
の
い
ず
れ
か
遅
い
日

（
意
匠
法
の
改
正
に
伴
う
経
過
措
置
）

第
二
条

第
一
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
意
匠
法
（
以
下
「
新
意
匠
法
」
と
い
う
。
）
第
二
条
第
二
項
、
第
三
条
の
二
、
第

十
条
、
第
十
四
条
、
第
十
七
条
、
第
二
十
一
条
、
第
四
十
二
条
及
び
第
四
十
八
条
の
規
定
は
、
こ
の
法
律
の
施
行
後
に
す
る

意
匠
登
録
出
願
に
つ
い
て
適
用
し
、
こ
の
法
律
の
施
行
前
に
し
た
意
匠
登
録
出
願
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

２

新
意
匠
法
第
四
条
の
規
定
は
、
前
条
第
一
号
に
定
め
る
日
以
後
に
す
る
意
匠
登
録
出
願
に
つ
い
て
適
用
し
、
同
号
に
定
め

る
日
前
に
し
た
意
匠
登
録
出
願
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

３

新
意
匠
法
第
二
条
第
三
項
、
第
三
十
八
条
、
第
四
十
四
条
の
三
及
び
第
五
十
五
条
の
規
定
は
、
一
部
施
行
日
以
後
に
し
た

行
為
に
つ
い
て
適
用
し
、
一
部
施
行
日
前
に
し
た
行
為
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

（
特
許
法
の
改
正
に
伴
う
経
過
措
置
）

第
三
条

第
二
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
特
許
法
（
以
下
「
新
特
許
法
」
と
い
う
。
）
第
十
七
条
の
二
、
第
十
七
条
の
三
、

第
三
十
六
条
の
二
、
第
四
十
一
条
、
第
四
十
四
条
、
第
四
十
六
条
の
二
、
第
四
十
九
条
か
ら
第
五
十
条
の
二
ま
で
、
第
五
十

三
条
、
第
百
五
十
九
条
及
び
第
百
六
十
三
条
の
規
定
は
、
こ
の
法
律
の
施
行
後
に
す
る
特
許
出
願
に
つ
い
て
適
用
し
、
こ
の
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法
律
の
施
行
前
に
し
た
特
許
出
願
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

２

新
特
許
法
第
二
条
、
第
百
一
条
、
第
百
十
二
条
の
三
及
び
第
百
七
十
五
条
の
規
定
は
、
一
部
施
行
日
以
後
に
し
た
行
為
に

つ
い
て
適
用
し
、
一
部
施
行
日
前
に
し
た
行
為
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

（
実
用
新
案
法
の
改
正
に
伴
う
経
過
措
置
）

第
四
条

第
三
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
実
用
新
案
法
第
二
条
、
第
二
十
八
条
、
第
三
十
三
条
の
三
及
び
第
四
十
四
条
の
規

定
は
、
一
部
施
行
日
以
後
に
し
た
行
為
に
つ
い
て
適
用
し
、
一
部
施
行
日
前
に
し
た
行
為
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に

よ
る
。

（
商
標
法
の
改
正
に
伴
う
経
過
措
置
）

第
五
条

第
四
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
商
標
法
（
以
下
「
新
商
標
法
」
と
い
う
。
）
第
二
条
第
二
項
の
規
定
は
、
こ
の
法

律
の
施
行
後
に
す
る
商
標
登
録
出
願
に
つ
い
て
適
用
し
、
こ
の
法
律
の
施
行
前
に
し
た
商
標
登
録
出
願
に
つ
い
て
は
、
な
お

従
前
の
例
に
よ
る
。

２

新
商
標
法
第
二
条
第
三
項
、
第
三
十
七
条
及
び
第
六
十
七
条
の
規
定
は
、
一
部
施
行
日
以
後
に
し
た
行
為
に
つ
い
て
適
用

し
、
一
部
施
行
日
前
に
し
た
行
為
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。
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３

新
商
標
法
第
二
条
第
二
項
に
規
定
す
る
役
務
（
以
下
「
小
売
等
役
務
」
と
い
う
。
）
に
つ
い
て
使
用
を
す
る
商
標
に
つ
い

て
商
標
登
録
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
が
、
商
標
法
第
九
条
第
一
項
の
規
定
の
適
用
を
受
け
よ
う
と
す
る
場
合
に
お
い
て
、
同

項
に
規
定
す
る
出
展
の
日
が
こ
の
法
律
の
施
行
の
日
前
で
あ
る
と
き
は
、
こ
の
法
律
の
施
行
の
日
を
出
展
の
日
と
み
な
す
。

４

小
売
等
役
務
に
つ
い
て
使
用
を
す
る
商
標
に
つ
い
て
商
標
登
録
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
が
、
商
標
法
第
九
条
の
二
、
第
九

条
の
三
又
は
第
十
三
条
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
特
許
法
第
四
十
三
条
の
二
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
優
先
権
を
主
張
し
よ

う
と
す
る
場
合
に
お
い
て
、
最
初
の
出
願
若
し
く
は
千
九
百
年
十
二
月
十
四
日
に
ブ
ラ
ッ
セ
ル
で
、
千
九
百
十
一
年
六
月
二

日
に
ワ
シ
ン
ト
ン
で
、
千
九
百
二
十
五
年
十
一
月
六
日
に
ヘ
ー
グ
で
、
千
九
百
三
十
四
年
六
月
二
日
に
ロ
ン
ド
ン
で
、
千
九

百
五
十
八
年
十
月
三
十
一
日
に
リ
ス
ボ
ン
で
及
び
千
九
百
六
十
七
年
七
月
十
四
日
に
ス
ト
ッ
ク
ホ
ル
ム
で
改
正
さ
れ
た
工
業

所
有
権
の
保
護
に
関
す
る
千
八
百
八
十
三
年
三
月
二
十
日
の
パ
リ
条
約
第
四
条
Ｃ

の
規
定
に
よ
り
最
初
の
出
願
と
み
な
さ

(4)

れ
た
出
願
又
は
同
条
Ａ

の
規
定
に
よ
り
最
初
の
出
願
と
認
め
ら
れ
た
出
願
の
日
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
出
願
日
」
と

(2)

い
う
。
）
が
、
こ
の
法
律
の
施
行
の
日
前
で
あ
る
と
き
は
、
こ
の
法
律
の
施
行
の
日
を
出
願
日
と
み
な
す
。

５

第
一
項
及
び
前
項
の
規
定
は
、
防
護
標
章
登
録
出
願
に
準
用
す
る
。

（
施
行
前
か
ら
の
使
用
に
基
づ
く
商
標
の
使
用
を
す
る
権
利
）
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第
六
条

こ
の
法
律
の
施
行
前
か
ら
日
本
国
内
に
お
い
て
不
正
競
争
の
目
的
で
な
く
他
人
の
商
標
登
録
に
係
る
指
定
役
務
又
は

こ
れ
に
類
似
す
る
役
務
（
小
売
等
役
務
に
限
る
。
）
に
つ
い
て
そ
の
登
録
商
標
又
は
こ
れ
に
類
似
す
る
商
標
の
使
用
を
し
て

い
た
者
は
、
継
続
し
て
そ
の
役
務
に
つ
い
て
そ
の
商
標
の
使
用
を
す
る
場
合
は
、
こ
の
法
律
の
施
行
の
際
現
に
そ
の
商
標
の

使
用
を
し
て
そ
の
役
務
に
係
る
業
務
を
行
っ
て
い
る
範
囲
内
に
お
い
て
、
そ
の
役
務
に
つ
い
て
そ
の
商
標
の
使
用
を
す
る
権

利
を
有
す
る
。
当
該
業
務
を
承
継
し
た
者
に
つ
い
て
も
、
同
様
と
す
る
。

２

前
項
の
登
録
商
標
に
係
る
商
標
権
者
又
は
専
用
使
用
権
者
は
、
同
項
の
規
定
に
よ
り
商
標
の
使
用
を
す
る
権
利
を
有
す
る

者
に
対
し
、
そ
の
者
の
業
務
に
係
る
役
務
と
自
己
の
業
務
に
係
る
役
務
と
の
混
同
を
防
ぐ
の
に
適
当
な
表
示
を
付
す
べ
き
こ

と
を
請
求
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

３

第
一
項
の
規
定
に
よ
り
商
標
の
使
用
を
す
る
権
利
を
有
す
る
者
は
、
こ
の
法
律
の
施
行
の
際
現
に
そ
の
商
標
が
そ
の
者
の

業
務
に
係
る
役
務
を
表
示
す
る
も
の
と
し
て
需
要
者
の
間
に
広
く
認
識
さ
れ
て
い
る
と
き
は
、
同
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず

、
そ
の
役
務
に
つ
い
て
そ
の
商
標
の
使
用
を
す
る
権
利
を
有
す
る
。
当
該
業
務
を
承
継
し
た
者
に
つ
い
て
も
、
同
様
と
す
る
。

４

第
二
項
の
規
定
は
、
前
項
の
場
合
に
準
用
す
る
。

５

前
各
項
の
規
定
は
、
防
護
標
章
登
録
に
基
づ
く
権
利
に
準
用
す
る
。
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（
施
行
後
三
月
間
に
し
た
商
標
登
録
出
願
に
つ
い
て
の
特
例
）

第
七
条

こ
の
法
律
の
施
行
の
日
か
ら
起
算
し
て
三
月
を
経
過
す
る
日
ま
で
の
間
に
し
た
商
標
登
録
出
願
で
あ
っ
て
、
小
売
等

役
務
に
つ
い
て
使
用
を
す
る
商
標
に
係
る
も
の
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
特
例
小
売
商
標
登
録
出
願
」
と
い
う
。
）
に
つ

い
て
の
商
標
法
第
四
条
第
一
項
（
第
十
一
号
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
号
中
「
す
る
も
の

」
と
あ
る
の
は
、
「
す
る
も
の
（
そ
の
商
標
登
録
に
係
る
指
定
役
務
が
第
二
条
第
二
項
に
係
る
も
の
で
あ
る
場
合
に
お
い
て

、
同
項
に
係
る
役
務
に
つ
い
て
使
用
を
す
る
も
の
を
除
く
。
）
」
と
す
る
。

２

特
例
小
売
商
標
登
録
出
願
に
つ
い
て
の
商
標
法
第
四
条
第
一
項
（
第
十
三
号
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
の
規
定
の
適
用
に

つ
い
て
は
、
同
号
中
「
す
る
も
の
」
と
あ
る
の
は
、
「
す
る
も
の
（
そ
の
商
標
権
に
係
る
指
定
役
務
が
第
二
条
第
二
項
に
係

る
も
の
で
あ
る
場
合
に
お
い
て
、
同
項
に
係
る
役
務
に
つ
い
て
使
用
を
す
る
も
の
を
除
く
。
）
」
と
す
る
。

３

特
例
小
売
商
標
登
録
出
願
に
つ
い
て
の
商
標
法
第
八
条
第
一
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
項
中
「
役
務
」
と
あ
る

の
は
、
「
役
務
（
第
二
条
第
二
項
に
規
定
す
る
役
務
を
除
く
。
）
」
と
す
る
。

４

特
例
小
売
商
標
登
録
出
願
に
つ
い
て
の
商
標
法
第
八
条
第
二
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
当
該
特
例
小
売
商
標
登
録

出
願
は
、
同
日
に
し
た
も
の
と
み
な
す
。
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（
使
用
に
基
づ
く
特
例
の
適
用
）

第
八
条

前
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
同
日
に
し
た
も
の
と
み
な
さ
れ
た
二
以
上
の
商
標
登
録
出
願
が
あ
る
場
合
に
お
い
て
、

そ
の
商
標
登
録
出
願
が
こ
の
法
律
の
施
行
前
か
ら
自
己
の
業
務
に
係
る
小
売
等
役
務
に
つ
い
て
日
本
国
内
に
お
い
て
不
正
競

争
の
目
的
で
な
く
使
用
を
し
て
い
る
商
標
に
つ
い
て
商
標
登
録
を
受
け
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
と
き
は
、
そ
の
商
標
登
録

出
願
人
は
、
使
用
に
基
づ
く
特
例
の
適
用
を
主
張
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

２

使
用
に
基
づ
く
特
例
の
適
用
を
主
張
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
商
標
法
第
八
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
指
定
さ
れ
た
期
間
内

に
、
そ
の
旨
を
記
載
し
た
書
面
及
び
そ
の
商
標
登
録
出
願
が
次
の
各
号
の
い
ず
れ
に
も
該
当
す
る
こ
と
を
証
明
す
る
た
め
に

必
要
な
書
類
を
特
許
庁
長
官
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

そ
の
商
標
登
録
出
願
に
係
る
商
標
が
こ
の
法
律
の
施
行
前
か
ら
日
本
国
内
に
お
い
て
自
己
の
業
務
に
係
る
小
売
等
役
務

に
つ
い
て
使
用
を
し
て
い
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

二

そ
の
商
標
登
録
出
願
に
係
る
指
定
役
務
が
前
号
の
小
売
等
役
務
で
あ
る
こ
と
。

３

使
用
に
基
づ
く
特
例
の
適
用
の
主
張
を
伴
う
商
標
登
録
出
願
で
あ
っ
て
、
前
項
各
号
の
い
ず
れ
に
も
該
当
す
る
も
の
（
以

下
こ
の
条
に
お
い
て
「
使
用
特
例
商
標
登
録
出
願
」
と
い
う
。
）
に
つ
い
て
の
商
標
法
第
四
条
第
一
項
（
第
十
号
に
係
る
部
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分
に
限
る
。
）
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
項
第
十
号
中
「
使
用
を
す
る
も
の
」
と
あ
る
の
は
、
「
使
用
を
す
る
も
の

（
自
己
の
業
務
に
係
る
役
務
（
第
二
条
第
二
項
に
規
定
す
る
役
務
に
限
る
。
）
を
表
示
す
る
も
の
と
し
て
需
要
者
の
間
に
広

く
認
識
さ
れ
て
い
る
商
標
で
あ
つ
て
そ
の
役
務
に
つ
い
て
使
用
を
す
る
も
の
を
除
く
。
）
」
と
す
る
。

４

第
一
項
に
規
定
す
る
場
合
に
お
い
て
、
当
該
二
以
上
の
商
標
登
録
出
願
の
い
ず
れ
か
が
使
用
特
例
商
標
登
録
出
願
で
あ
る

と
き
は
、
商
標
法
第
八
条
第
五
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
項
中
「
特
許
庁
長
官
が
行
う
公
正
な
方
法
に
よ
る
く
じ

に
よ
り
定
め
た
一
の
商
標
登
録
出
願
人
」
と
あ
る
の
は
、
「
意
匠
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
十
八
年
法
律
第
五

十
五
号
）
附
則
第
八
条
第
三
項
に
規
定
す
る
使
用
特
例
商
標
登
録
出
願
の
商
標
登
録
出
願
人
（
当
該
使
用
特
例
商
標
登
録
出

願
が
二
以
上
あ
つ
た
と
き
は
、
そ
れ
ら
の
使
用
特
例
商
標
登
録
出
願
の
商
標
登
録
出
願
人
）
」
と
す
る
。

５

商
標
法
第
二
十
四
条
の
四
及
び
第
五
十
二
条
の
二
の
規
定
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
ら
れ
た
同
法
第
八
条
第
五

項
の
規
定
の
適
用
に
よ
り
、
同
一
又
は
類
似
の
小
売
等
役
務
に
つ
い
て
使
用
を
す
る
同
一
又
は
類
似
の
二
以
上
の
登
録
商
標

に
係
る
商
標
権
に
つ
い
て
異
な
っ
た
者
を
商
標
権
者
と
す
る
設
定
の
登
録
が
あ
っ
た
場
合
に
準
用
す
る
。

（
組
織
的
な
犯
罪
の
処
罰
及
び
犯
罪
収
益
の
規
制
等
に
関
す
る
法
律
の
適
用
に
関
す
る
経
過
措
置
）

第
九
条

犯
罪
の
国
際
化
及
び
組
織
化
並
び
に
情
報
処
理
の
高
度
化
に
対
処
す
る
た
め
の
刑
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
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施
行
の
日
が
一
部
施
行
日
後
と
な
る
場
合
に
は
、
同
法
の
施
行
の
日
の
前
日
ま
で
の
間
に
お
け
る
組
織
的
な
犯
罪
の
処
罰
及

び
犯
罪
収
益
の
規
制
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
一
年
法
律
第
百
三
十
六
号
。
以
下
「
組
織
的
犯
罪
処
罰
法
」
と
い
う
。
）

第
二
条
第
二
項
第
三
号
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
号
中
「
第
十
一
条
第
一
項
」
と
あ
る
の
は
「
第
十
八
条
第
一
項
」

と
、
「
第
十
四
条
第
一
項
第
七
号
」
と
あ
る
の
は
「
第
二
十
一
条
第
二
項
第
六
号
」
と
す
る
。

２

前
項
の
場
合
に
お
い
て
、
犯
罪
の
国
際
化
及
び
組
織
化
並
び
に
情
報
処
理
の
高
度
化
に
対
処
す
る
た
め
の
刑
法
等
の
一
部

を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
の
日
の
前
日
ま
で
の
間
に
お
け
る
組
織
的
犯
罪
処
罰
法
別
表
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
表

第
三
十
六
号
中
「
第
百
九
十
六
条
」
と
あ
る
の
は
「
第
百
九
十
六
条
又
は
第
百
九
十
六
条
の
二
」
と
、
同
表
第
三
十
七
号
中

「
第
七
十
八
条
」
と
あ
る
の
は
「
第
七
十
八
条
又
は
第
七
十
八
条
の
二
」
と
す
る
。

３

第
一
項
に
規
定
す
る
場
合
に
は
、
犯
罪
の
国
際
化
及
び
組
織
化
並
び
に
情
報
処
理
の
高
度
化
に
対
処
す
る
た
め
の
刑
法
等

の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
の
日
の
前
日
ま
で
の
間
は
、
不
正
競
争
防
止
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
十
七

年
法
律
第
七
十
五
号
）
附
則
第
四
条
の
規
定
は
、
適
用
し
な
い
。

（
施
行
前
に
犯
し
た
犯
罪
行
為
に
よ
り
生
じ
た
財
産
等
に
関
す
る
経
過
措
置
）

第
十
条

組
織
的
犯
罪
処
罰
法
第
九
条
第
一
項
か
ら
第
三
項
ま
で
、
第
十
条
及
び
第
十
一
条
の
規
定
は
、
一
部
施
行
日
前
に
財
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産
上
の
不
正
な
利
益
を
得
る
目
的
で
犯
し
た
第
一
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
意
匠
法
第
六
十
九
条
の
罪
、
第
三
条
の
規
定

に
よ
る
改
正
前
の
実
用
新
案
法
第
五
十
六
条
の
罪
、
第
五
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
不
正
競
争
防
止
法
第
二
十
一
条
第
二

項
の
罪
又
は
附
則
第
十
二
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
特
許
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
五
年
法
律
第
二
十
六
号

）
附
則
第
四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
な
お
そ
の
効
力
を
有
す
る
も
の
と
さ
れ
た
同
法
第
三
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
実

用
新
案
法
（
以
下
「
平
成
五
年
旧
実
用
新
案
法
」
と
い
う
。
）
第
五
十
六
条
第
一
項
の
罪
の
犯
罪
行
為
（
日
本
国
外
で
し
た

行
為
で
あ
っ
て
、
当
該
行
為
が
日
本
国
内
に
お
い
て
行
わ
れ
た
と
し
た
な
ら
ば
こ
れ
ら
の
罪
に
当
た
り
、
か
つ
、
当
該
行
為

地
の
法
令
に
よ
り
罪
に
当
た
る
も
の
を
含
む
。
）
に
よ
り
生
じ
、
若
し
く
は
当
該
犯
罪
行
為
に
よ
り
得
た
財
産
又
は
当
該
犯

罪
行
為
の
報
酬
と
し
て
得
た
財
産
に
関
し
て
一
部
施
行
日
後
に
し
た
行
為
に
対
し
て
も
、
適
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て

、
こ
れ
ら
の
財
産
は
、
組
織
的
犯
罪
処
罰
法
第
二
条
第
二
項
第
一
号
の
犯
罪
収
益
と
み
な
す
。

（
罰
則
の
適
用
に
関
す
る
経
過
措
置
）

第
十
一
条

こ
の
法
律
の
施
行
前
に
し
た
行
為
に
対
す
る
罰
則
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

（
平
成
五
年
旧
実
用
新
案
法
の
一
部
改
正
）

第
十
二
条

平
成
五
年
旧
実
用
新
案
法
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。
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第
二
条
第
三
項
中
「
使
用
し
譲
渡
し
貸
し
渡
し
譲
渡
若
し
く
は
貸
渡
の
た
め
に
展
示
し
又
は
輸
入
す
る
」
を
「
、
使
用
し

、
譲
渡
し
、
貸
し
渡
し
、
輸
出
し
、
若
し
く
は
輸
入
し
、
又
は
そ
の
譲
渡
若
し
く
は
貸
渡
し
の
申
出
（
譲
渡
又
は
貸
渡
し
の

た
め
の
展
示
を
含
む
。
以
下
同
じ
。
）
を
す
る
」
に
改
め
る
。

第
二
十
八
条
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

（
侵
害
と
み
な
す
行
為
）

第
二
十
八
条

次
に
掲
げ
る
行
為
は
、
当
該
実
用
新
案
権
又
は
専
用
実
施
権
を
侵
害
す
る
も
の
と
み
な
す
。

一

業
と
し
て
、
登
録
実
用
新
案
に
係
る
物
品
の
製
造
に
の
み
用
い
る
物
の
生
産
、
譲
渡
等
（
譲
渡
及
び
貸
渡
し
を
い
い

、
そ
の
物
が
プ
ロ
グ
ラ
ム
等
で
あ
る
場
合
に
は
、
電
気
通
信
回
線
を
通
じ
た
提
供
を
含
む
。
以
下
同
じ
。
）
若
し
く
は

輸
入
又
は
譲
渡
等
の
申
出
（
譲
渡
等
の
た
め
の
展
示
を
含
む
。
以
下
同
じ
。
）
を
す
る
行
為

二

登
録
実
用
新
案
に
係
る
物
品
の
製
造
に
用
い
る
物
（
日
本
国
内
に
お
い
て
広
く
一
般
に
流
通
し
て
い
る
も
の
を
除
く

。
）
で
あ
つ
て
そ
の
考
案
に
よ
る
課
題
の
解
決
に
不
可
欠
な
も
の
に
つ
き
、
そ
の
考
案
が
登
録
実
用
新
案
で
あ
る
こ
と

及
び
そ
の
物
が
そ
の
考
案
の
実
施
に
用
い
ら
れ
る
こ
と
を
知
り
な
が
ら
、
業
と
し
て
、
そ
の
生
産
、
譲
渡
等
若
し
く
は

輸
入
又
は
譲
渡
等
の
申
出
を
す
る
行
為
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三

登
録
実
用
新
案
に
係
る
物
品
を
業
と
し
て
の
譲
渡
、
貸
渡
し
又
は
輸
出
の
た
め
に
所
持
す
る
行
為

第
五
十
六
条
第
一
項
中
「
三
年
」
を
「
五
年
」
に
、
「
又
は
三
百
万
円
」
を
「
若
し
く
は
五
百
万
円
」
に
、
「
処
す
る
」

を
「
処
し
、
又
は
こ
れ
を
併
科
す
る
」
に
改
め
る
。

第
六
十
一
条
第
一
項
第
一
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

一

第
五
十
六
条
第
一
項
又
は
前
条
第
一
項

三
億
円
以
下
の
罰
金
刑

第
六
十
一
条
第
一
項
中
第
二
号
を
削
り
、
第
三
号
を
第
二
号
と
し
、
第
四
号
を
第
三
号
と
し
、
同
条
に
次
の
一
項
を
加
え

る
。

３

第
一
項
の
規
定
に
よ
り
第
五
十
六
条
第
一
項
又
は
前
条
第
一
項
の
違
反
行
為
に
つ
き
法
人
又
は
人
に
罰
金
刑
を
科
す
る

場
合
に
お
け
る
時
効
の
期
間
は
、
こ
れ
ら
の
規
定
の
罪
に
つ
い
て
の
時
効
の
期
間
に
よ
る
。

（
平
成
五
年
旧
実
用
新
案
法
の
一
部
改
正
に
伴
う
経
過
措
置
）

第
十
三
条

前
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
平
成
五
年
旧
実
用
新
案
法
第
二
条
及
び
第
二
十
八
条
の
規
定
は
、
一
部
施
行
日
以

後
に
し
た
行
為
に
つ
い
て
適
用
し
、
一
部
施
行
日
前
に
し
た
行
為
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

（
政
令
へ
の
委
任
）
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第
十
四
条

附
則
第
二
条
か
ら
第
十
一
条
ま
で
及
び
前
条
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
こ
の
法
律
の
施
行
に
関
し
必
要
な
経
過
措

置
は
、
政
令
で
定
め
る
。

（
組
織
的
犯
罪
処
罰
法
の
一
部
改
正
）

第
十
五
条

組
織
的
犯
罪
処
罰
法
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
条
第
二
項
第
三
号
ロ
中
「
第
二
十
一
条
第
一
項
第
十
一
号
」
を
「
第
二
十
一
条
第
二
項
第
六
号
」
に
改
め
る
。

（
弁
理
士
法
の
一
部
改
正
）

第
十
六
条

弁
理
士
法
（
平
成
十
二
年
法
律
第
四
十
九
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
八
条
第
三
号
中
「
第
二
十
一
条
第
一
項
第
一
号
か
ら
第
九
号
ま
で
若
し
く
は
第
十
一
号
」
を
「
第
二
十
一
条
第
一
項
若

し
く
は
第
二
項
第
一
号
か
ら
第
四
号
ま
で
若
し
く
は
第
六
号
」
に
改
め
、
「
若
し
く
は
第
二
項
」
を
削
る
。
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理

由

、
役
務
商
標
の
小
売
業
等
へ
の
拡
大
、
特
許

我
が
国
産
業
の
国
際
競
争
力
を
強
化
す
る
た
め
、
意
匠
権
の
存
続
期
間
の
延
長

出
願
の
分
割
制
度
の
見
直
し
等
の
措
置
を
講
ず
る
と
と
も
に
、
模
倣
品
の
輸
出
の
侵
害
行
為
へ
の
追
加
、
知
的
財
産
権
の
侵
害

必
要
が
あ
る
。
こ
れ
が
、
こ

に
対
す
る
刑
事
罰
の
強
化
等
、
知
的
財
産
権
の
保
護
の
強
化
を
図
る
た
め
の
規
定
の
整
備
を
行
う

の
法
律
案
を
提
出
す
る
理
由
で
あ
る
。


